
 
 

 

 

 

 

香川県広域水道企業団職員の逮捕についての企業長コメント 

 

 令和８年４月 20 日に性的姿態等撮影未遂の容疑により逮捕された当企業団職員

（同年６月 12 日付けで３か月停職の懲戒処分）が、本日、建造物侵入の容疑により

逮捕されました。 

 このような事態に至ったことは誠に遺憾であり、事態の重大性を大変重く受け止

めております。 

 企業団といたしましては、引き続き、警察の捜査に全面的に協力し、今後、事実

関係が明らかになり次第、厳正に対応したいと考えております。 

令和８年６月 29 日（月） 
香川県広域水道企業団 
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